
 
 

基本的対処方針が変更されたことを踏まえ、テレワークの活用や休暇取得の促進等をお

願いするものです。 
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新型コロナウイルス感染症対策本部幹事会構成員 各位 

 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 

 

 

出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）について 

 

各府省庁におかれては、出勤者数の削減に向けた取組の推進に御協力いただいており、

感謝申し上げます。 

 

本日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、１月 27日から２月 20日までを

期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に北海道、青森県、山形県、福島

県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山

県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖

縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が２月 20日まで延長されました。 

 

オミクロン株の市中感染が拡大し、急速な感染拡大が続いているところ、今後、こうし

た状況が継続した場合には、近い将来、医療提供体制に大きな負荷がかかりかねない可能

性があることから、引き続き、早急に感染拡大を防止する措置を講じる必要があります。 

 

こうした状況を踏まえ、各府省庁におかれましては、所管団体やその構成企業等及び独立

行政法人等に対し、以下の取組を行うよう働きかけをお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組 

   まん延防止等重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、（略）以下

の取組を行うよう働きかけを行うものとする 

   ・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）の活用や休暇取得の促

進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向

け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。 
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２ 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県 

   緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、事業

者に対して、（略）以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする 

  ・ 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取

組を推進すること。 

【問合せ先】 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室（総括班） 

担当者：阪本、岩熊 

TEL：03-6257-1309 

MAIL：g.sinngatainnfuru.taisaku001@cas.go.jp 


